
（平成２４年１１月２８日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認福岡地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 3 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 2 件



福岡厚生年金 事案 4524 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 48年３月１日から 49年２月８日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 48 年３月１日、

資格喪失日に係る記録を 49 年２月８日とし、48 年３月から同年９月までの標

準報酬月額を４万 5,000円、同年 10月から 49年１月までを４万 8,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47年９月１日から 49年２月８日まで  

私は、昭和 47 年８月に運転免許を取得し、その後申立期間についてＡ社

に勤務していたが、私が誘って入社した同級生には厚生年金保険の被保険

者記録が確認できるにもかかわらず、私の同記録は無い。 

私は、同僚の名前も記憶しており、Ａ社が倒産するまで勤務していたこと

は間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る具体的な供述、及び申立人が名前を挙げた同社に係る

健康保険厚生年金保険被保険者名簿により厚生年金保険の被保険者記録が確

認できる複数の同僚の供述から判断すると、申立人が申立期間において同社

に継続して勤務していたことが認められる。 

また、前述の複数の同僚は、「入社後、事業主から厚生年金保険被保険者

資格の取得に関する希望の有無などを聞かれたことは無く、同種の業務に従

事していた申立人に厚生年金保険の被保険者記録が無いのはおかしいと思

う。」と供述している上、申立期間当時に申立人と同じ勤務場所で、同種の

業務に従事していたと申立人及び複数の同僚が記憶している従業員の氏名に

  



ついて、前述の被保険者名簿を確認したところ、全員について、申立事業所

における厚生年金保険の被保険者記録が確認できることなどから判断すると、

申立期間当時、事業主は、申立人と同じ勤務場所で同種の業務に従事してい

たほぼ全ての従業員を厚生年金保険に加入させていたと考えられる。 

さらに、申立人と同年に入社し、申立人と同じ勤務場所で同種の業務に従

事していたと供述している同僚は、「私は、入社後、約半年してから厚生年

金保険被保険者の資格を取得しているようだ。」と供述しているところ、前

述の被保険者名簿に当該同僚の供述と符合する記録が確認できることから、

申立人についても同様の取扱いであったと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立期間のうち昭和 48 年３月１日から 49

年２月８日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間のうち昭和 48 年３月１日から 49 年２月８日までの期間に

係る標準報酬月額については、申立人と同年代で、かつ同種の業務に従事し

ていた同僚に係る社会保険事務所（当時）の記録から、48 年３月から同年９

月までを４万 5,000 円、同年 10 月から 49 年１月までを４万 8,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は既に死亡しており、不明であるが、前述の被保険者名簿において申立

期間の健康保険の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人の記録が

失われたとは考えられない上、仮に、事業主から申立人に係る厚生年金保険

被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者報酬月額算

定基礎届や被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、い

ずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないことは考え難

いことから、事業主から当該社会保険事務所へ被保険者資格の取得、喪失等

に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 48 年３月から 49 年１月までの保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

一方、前述のとおり、申立期間のうち昭和 47 年９月１日から 48 年３月１

日までについては、申立人が継続して勤務していたことは認められる。 

しかしながら、申立期間当時、厚生年金保険の被保険者記録が確認できる

複数の同僚が、申立事業所に入社した時期と厚生年金保険被保険者の資格を

取得した時期とが一致していない旨供述していること、及び前述のとおり申

立人と同年に当該事業所に入社し、申立人と同じ勤務場所で、同種の業務に

従事していた同僚の供述を踏まえると、申立期間当時、申立事業所は、従業

員について入社と同時に厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったこと

がうかがえ、申立人についても同様の取扱いであったと考えられる。 

  



  

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立

人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



福岡厚生年金 事案 4525 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 39 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000 円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年５月１日から同年６月１日まで 

年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録について照会したところ、申

立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無いことが分かった。 

申立期間は、会社の指示により異動した時期に当たるが、Ａ社に継続し

て勤務しており、空白期間があるはずはないので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、申立人が提出した「退職金・慰労金計算書」、

Ａ社が提出した「異動歴」及び同社の回答から判断すると、申立人が同社に

継続して勤務し（Ａ社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、同社本社において申立人の厚生年金保

険被保険者の資格喪失日に係る事務処理を誤った可能性がある旨回答してい

ることなどから判断すると、昭和 39年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 39

年４月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は不明としているが、前述のＡ社の回答から判断す

  



  

ると、事業主が昭和 39 年５月１日を資格喪失日として届け、その結果、社会

保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

 



福岡厚生年金 事案 4526 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 39 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 6,000 円とする

ことが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39年５月１日から同年６月１日まで 

年金事務所からの連絡により、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録

が無いことが分かった。 

私は、Ａ社に、昭和 39 年４月１日に入社し、平成 18 年３月 31 日に定年

退職するまで継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、申立人が提出した「社員部門内経歴書」及びＡ

社の回答から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（Ａ社本社から同

社Ｂ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

なお、異動日については、Ａ社は、同社本社において申立人の厚生年金保

険被保険者の資格喪失日に係る事務処理を誤った可能性がある旨回答してい

ることなどから判断すると、昭和 39年６月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 39

年４月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、１万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、事業主は不明としているが、前述のＡ社の回答から判断す

  



  

ると、事業主が昭和 39 年５月１日を資格喪失日として届け、その結果、社会

保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知

を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



福岡国民年金 事案 2610 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年１月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

   また、申立人の昭和 47 年４月から 51 年 12 月までの国民年金保険料につい

ては、還付されていないものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年１月から 47年３月まで 

             ② 昭和 47年４月から 51年 12月まで 

    申立期間①については、国の記録によると、私は昭和 47 年に国民年金に

加入したことになっているようだが、私の記憶では、44 年１月から加入し、

国民年金保険料も区役所から来る男性の集金人に納付していたので、未納

とされていることに納得がいかない。 

申立期間②について、平成 19 年に年金問題が出たときに社会保険事務所

（当時）に問い合わせたところ、同事務所から、申立期間当時、国民年金

に加入できなかったとして、私が納めた保険料については、私に還付した

との回答があった。 

しかし、当時、Ａ市Ｂ区の職員が自宅に来て、「国民年金に加入できな

い方でした。今後の処理については、後日また連絡します。」と説明して

帰ったが、そのまま連絡がなく、現在に至っている。 

もし、私が保険料を還付されているのであれば、国側に、私が書いた領

収書が保管されているはずだが、保管されていないのはおかしい。 

私が保険料の還付を受けていないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の記

号番号は、当該期間より後の昭和 47年５月 13日に当時のＡ市Ｃ区で払い出

されていることが確認できる。 

また、申立人は、申立期間①に係る保険料を、自宅で集金人を通じて納

  



  

付していたと主張しているが、当該期間のうち、前述の記号番号の払出時

点において遡って納付することが可能であった昭和 45 年４月から 47 年３

月までの保険料は、過年度保険料となることから、集金人を通じて納付す

ることはできなかったものと考えられる。 

  さらに、申立期間①のうち昭和 44年１月から 45年３月までの期間につい

ては、前述の記号番号の払出時点において、時効により保険料を納付する

ことができない期間である。 

加えて、前述の記号番号の払出し以前に、申立人に対して別の記号番号

が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

  このほか、申立人が申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

  

２ 申立期間②については、特殊台帳及び還付整理簿により、当該期間に係

る国民年金保険料を納付した記録は確認できるものの、「誤適用」による

加入のため、昭和 52 年８月 12 日付けで、当該期間に係る保険料の還付決

議及び同年８月 24日の支払決定が行われていることが確認できる。 

また、前述の特殊台帳等に記載されている申立期間の還付金額及び還付

理由並びに還付対象者である申立人の氏名に誤りは無いとともに、特殊台

帳に記載されている申立人の当時の住所についても誤りは無いことから、

不自然な点は見当たらず、不適切な事務処理が行われたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

    

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 

  また、申立人が申立期間②の国民年金保険料を還付されていないものと認

めることはできない。 

  

  

  

 



福岡厚生年金 事案 4527 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年 11月１日から 14年 10月１日まで 

    私の年金記録を見ると、申立期間のうち平成 11 年 11 月から 12 年７月ま

でについては、私が所持している給与明細書に記載されている厚生年金保険

料額に見合う標準報酬月額よりも低額の記録となっているので、訂正してほ

しい。 

    また、残りの申立期間に係る年金記録についても疑問があるので調査し、

間違いがあれば、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚

生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これら標準報酬月額のいずれか低い方の額で認定すること

となる。 

なお、特例法に基づき記録の訂正が行われるのは、上記の額がオンライン

記録を上回る場合である。 

申立期間のうち、平成 11 年 11 月から 12 年７月までについては、オンライ

ン記録により確認できる標準報酬月額は 50 万円であるところ、申立人が所持

する当該期間に係る給与明細書により、事業主が標準報酬月額 56 万円に相当

する厚生年金保険料を給与から控除していたと認められるものの、同明細書に

記載された報酬月額に見合う標準報酬月額は、当該期間の全てについてオンラ

イン記録により確認できる標準報酬月額（50 万円）と同額であることが確認

  



  

できる。 

また、申立期間のうち、平成 12 年８月から 14 年９月までについては、前

述の給与明細書に記載された報酬月額に見合う標準報酬月額は 12 年８月から

13 年５月までは 50 万円及び同年６月から 14 年９月までは 53 万円であり、保

険料控除額に見合う標準報酬月額は、12 年８月から 13 年 10 月までは 50 万円

及び同年 11 月から 14 年９月までは 53 万円であるところ、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額は、オンライン記録の標準報酬月額（それぞれ 50

万円及び 53万円）と同額又は低額であることが確認できる。 

したがって、申立期間に係る標準報酬月額の記録については、特例法によ

る保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



福岡厚生年金 事案 4528 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年７月頃から 51年３月頃まで 

    年金事務所に厚生年金保険の被保険者記録について照会したところ、申立

期間の被保険者記録が無いことが分かった。 

    申立期間はＡ社（現在は、Ｂ社）において正社員として勤務していたこと

は間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立事業所の所在地及び従業員に関する申立人の記憶が具体的であること並

びにＢ社が、「申立人の勤務期間及び厚生年金保険料の控除を確認できる資料

は保管していないが、申立人が当社に正社員として勤務していたことは間違い

ない。」と回答していることから、期間の特定はできないものの、申立人がＡ

社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、適用事業所名簿によれば、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

に該当することとなったのは、昭和 52 年５月１日であり、申立期間において

は厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

   また、Ｂ社は、「当社は、年金事務所の記録どおりに昭和 52 年５月１日付

けで厚生年金保険の適用事業所に該当したとして届出を行った。また、同日以

前に従業員の給与から厚生年金保険料を控除することはなかった。」と回答し

ている。 

   さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、このほか、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

  



  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 




